
医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

別
府
駅
前
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
メ
デ
ィ

・
キ
ュ
ー
ブ

別
府
市
北
浜
一
丁
目
三
―
一
二

三
階

平
二
七
・

七
・

一

さ
か
い
内
科
医
院

医
療
法
人
さ
か
い

内
科
医
院

別
府
市
大
字
鶴
見
二
四
九
四
―
三

平
二
九
・

一
・

一

つ
ね
と
み
内
科
胃
腸
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
つ
ね
と

み
ク
リ
ニ
ッ
ク

別
府
市
大
字
北
石
垣
一
〇
三
六
―

七

平
二
八
・
一
二
・

一

九
州
大
学
病
院
別
府
病

院

国
立
大
学
法
人
九

州
大
学

別
府
市
大
字
鶴
見
字
鶴
見
原
四
五

四
六

平
二
九
・

一
・
二
六

ウ
エ
ダ
歯
科

医
療
法
人
ウ
エ
ダ

歯
科

別
府
市
大
字
鶴
見
二
四
九
九
―
一

〇

平
二
九
・

一
・

一

セ
ン
ト
歯
科

医
療
法
人
セ
ン
ト

会

別
府
市
上
田
の
湯
町
一
二
―
三
三

〃

有
限
会
社
の
ぞ
み
調
剤

薬
局
別
府
店

有
限
会
社
の
ぞ
み

調
剤
薬
局

別
府
市
大
字
鶴
見
四
三
九
五
―
一

平
二
九
・

二
・

一

ふ
る
か
わ
メ
デ
ィ
カ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
聖
信
会

中
津
市
豊
田
町
六
―
四

平
二
九
・

一
・

一

中
津
市
立
中
津
市
民
病

院
（
歯
科
）

中
津
市
長

中
津
市
大
字
下
池
永
一
七
三

平
二
八
・
一
〇
・

一

荒
尾
歯
科
医
院

荒

尾

宣

昭

中
津
市
丸
山
町
九
五
―
一

平
二
九
・

一
・

一

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル

薬
局

株
式
会
社
グ
ロ
ー

バ
ル
薬
局

中
津
市
中
央
町
九
四
一
―
四

平
二
九
・

二
・

一

有
限
会
社
き
た
ご
調
剤

薬
局
み
ず
ほ
支
店

有
限
会
社
き
た
ご

調
剤
薬
局

日
田
市
本
町
七
―
五

平
二
七
・

七
・

一

わ
か
み
や
薬
局

株
式
会
社
隆
成
堂

日
田
市
南
元
町
二
五
九
―
二

平
二
九
・

一
・
一
六

大
分
県
勤
労
者
医
療
生

活
協
同
組
合
佐
伯
診
療

所

大
分
県
勤
労
者
医

療
生
活
協
同
組
合

佐
伯
市
中
の
島
一
丁
目
一
四
―
二

一

平
二
八
・

二
・
一
七

こ
う
へ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
栞
奈
輝

会

佐
伯
市
大
字
池
田
字
四
畝
田
一
九

八
〇

平
二
八
・
一
二
・

一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
六
七
号

三
月
二
十
八
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



植
田
胃
腸
科
内
科
医
院

医
療
法
人
孔
徳
会

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
―
一
〇
七
―

七
一
六

平
二
九
・

二
・

一

陶
山
歯
科
医
院

陶

山

直

昭

臼
杵
市
唐
人
町
六
七
七
―
一

平
二
九
・

一
・

一

ゆ
う
調
剤
薬
局
臼
杵
店

株
式
会
社
ソ
メ
ヤ

臼
杵
市
大
字
江
無
田
字
椚
ヶ
迫
一

五
三
八
―
六

平
二
九
・

二
・

一

フ
ァ
ン
薬
局
長
湯
店

株
式
会
社
フ
ァ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル

竹
田
市
直
入
町
大
字
長
湯
七
九
八

二
―
九

平
二
八
・
一
二
・

一

伊
藤
小
児
科
循
環
器
科

医
院

医
療
法
人
伊
藤
小

児
科
循
環
器
科
医

院

杵
築
市
大
字
杵
築
六
六
五

平
二
九
・

二
・

一

高
崎
皮
フ
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

医
療
法
人
宇
水
会

宇
佐
市
大
字
辛
島
二
五

平
二
九
・

一
・

一

佐
藤
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
大
神
会

宇
佐
市
大
字
上
田
一
〇
六
〇
―
二

〃

宇
佐
調
剤
薬
局

有
限
会
社
エ
ン
ド

ル
・
ウ
エ
ガ
キ
薬

局

宇
佐
市
大
字
和
気
一
六
九
―
三

〃

辛
島
調
剤
薬
局

株
式
会
社
博
愛
中

井
調
剤
薬
局

宇
佐
市
辛
島
二
九
―
二

〃

羽
田
歯
科
医
院

清

國

祐

紀

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字
塚
田

二
九
七
一
―
六

平
二
八
・

八
・
一
六

け
や
き
薬
局

株
式
会
社
そ
う
り

ん

豊
後
大
野
市
三
重
町
小
坂
四
一
〇

九
―
六
七

平
二
八
・

九
・

一

庄
内
調
剤
薬
局

有
限
会
社
河
野
調

剤

由
布
市
庄
内
町
大
龍
二
三
五
六
―

二

平
二
九
・

二
・
一
六

堀
田
医
院

医
療
法
人
堀
田
医

院

国
東
市
国
見
町
伊
美
二
六
四
一
―

一

平
二
九
・

二
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

一
燈
園
老
人
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

一
燈
園
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

別
府
市
石
垣
東
三
丁
目
七
二

六

平
二
八
・

八
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

休
止
年
月
日

亀
川
サ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

社
会
福
祉
法
人
太

陽
の
家

別
府
市
内

一
三
九
三
―
二

平
二
九
・

一
・
二
六

別
府
ケ
ア
ナ
ー
シ
ン
グ

日
本
ケ
ア
・
テ
ッ

ク
株
式
会
社

別
府
市
亀
川
四
の
湯
二
区
一
―
五

平
二
九
・

一
・
三
一

山
上
医
院

山

上

靖

史

中
津
市
大
字
大
貞
三
六
六
―
四
二

平
二
九
・

一
・

一

前
尾
胃
腸
科

前

尾

征

吾

臼
杵
市
大
字
市
浜
一
二
〇
七

平
二
八
・

七
・

一

川
崎
診
療
所

特
定
医
療
法
人
瑞

木
会

速
見
郡
日
出
町
大
字
川
崎
五
〇
七

―
三

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
九
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
財
団
親
幸
会

浜
脇
記
念
病
院

医
療
法
人
財
団
親

幸
会

別
府
市
浜
脇
一
丁
目
二
―
五

平
二
八
・

八
・
三
一

新
森
内
科
医
院

新

森

義

信

別
府
市
石
垣
東
五
丁
目
一
―
二
五

平
二
八
・

七
・
二
四

つ
ね
と
み
内
科
胃
腸
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

常

富

亘

人

別
府
市
中
須
賀
本
町
三
組

平
二
八
・
一
一
・
三
〇

釘
宮
整
形
外
科
リ
ハ
ビ

リ
ク
リ
ニ
ッ
ク

釘

宮

基

泰

別
府
市
鶴
見
九
―
四

平
二
八
・

五
・
三
一

ウ
エ
ダ
歯
科

上

田

源

別
府
市
大
畑
六
組
一

平
二
八
・
一
二
・
三
一

セ
ン
ト
歯
科

首

藤

謙

一

別
府
市
上
田
の
湯
町
一
二
―
三
三

〃

ト
モ
エ
薬
局
石
垣
店

蛯

谷

美
佐
子

別
府
市
石
垣
西
一
―
三
―
四
七

〃

医
療
法
人
佳
徳
会
西
内

科
医
院

医
療
法
人
佳
徳
会

西
内
科
医
院

中
津
市
一
九
一
四
―
七

平
二
八
・

七
・

一

荒
尾
歯
科
医
院

荒

尾

明

道

中
津
市
丸
山
町
九
五
―
一

平
二
九
・

一
・

一

辛
嶋
歯
科
医
院

辛

嶋

崇

中
津
市
豊
田
町
二
丁
目
四
二
七
―

四

平
二
八
・

五
・
三
一

さ
と
う
歯
科
医
院

佐

藤

裕

子

中
津
市
大
字
永
添
九
八
八
―
一

平
二
八
・
一
〇
・
三
一

す
み
れ
薬
局

有
限
会
社
つ
ち
や

薬
局

日
田
市
石
井
町
二
丁
目
五
七
二
―

八

平
二
八
・

八
・

一

杏
和
調
剤
薬
局

黒

川

一

哉

日
田
市
三
本
松
一
丁
目
六
―
五

平
二
八
・

七
・
三
一

陶
山
歯
科
医
院

陶

山

直

世

臼
杵
市
唐
人
町
六
七
七
―
一

平
二
八
・
一
二
・
三
一

長
湯
調
剤
薬
局

有
限
会
社
河
野
調

剤

竹
田
市
直
入
町
大
字
長
湯
七
九
八

二
―
九

平
二
八
・
一
一
・
三
〇

み
ず
の
え
呼
吸
器
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

水
之
江

俊

治

豊
後
高
田
市
界
字
荒
田
三
七
九
―

九

平
二
八
・

五
・
三
一

有
限
会
社
川
中
薬
局

有
限
会
社
川
中
薬

局

杵
築
市
大
字
杵
築
一
四
五

平
二
八
・
一
二
・
一
四

羽
田
歯
科
医
院

清

國

祐

紀

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
七

平
二
八
・

八
・
一
五

永
井
薬
局

永

井

教

義

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
三
七
三
七

平
二
八
・

六
・
二
四

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
東
山
庄

別
府
市
大
字
東
山
字
中
畑
前
二
六
八
六

前

三
一
・
五

〜

四
・
〇

一
三
八
・
五

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
米
納
地
区
一
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
米
納
地
区
三
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



内
線

番
六
か
ら

別
府
市
大
字
東
山
字
中
畑
前
二
六
八
六

番
三
ま
で

後

六
三
・
九

〜
三
一
・
五

一
三
八
・
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

一
般
国
道
二

一
二
号

日
田
市
大
字
花
月
字
東
代
二
〇
二
六
番

一
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
花
月
字
西
ノ
平
一
九
四
八

番
二
地
先
ま
で

前

六
一
・
〇

〜
一
二
・
〇

三
五
三
・
〇

日
田
市
大
字
花
月
字
東
代
二
〇
二
六
番

一
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
花
月
字
西
ノ
平
一
九
四
八

番
二
ま
で

後

六
四
・
二

〜
一
五
・
〇

三
五
三
・
〇

県
道
三
重
弥

生
線

佐
伯
市
本
匠
大
字
山
部
字
受
場
ノ
平
二

七
七
〇
番
二
地
内

前

五
・
七

〜

四
・
〇

一
二
六
・
〇

佐
伯
市
本
匠
大
字
山
部
字
受
場
ノ
平
二

七
七
〇
番
一
地
内

後

一
一
・
三

〜

九
・
五

一
二
六
・
〇

県
道
八
坂
真

那
井
線

速
見
郡
日
出
町
大
字
真
那
井
字
神
宮
ノ

西
三
一
二
八
番
一
地
先
か
ら

速
見
郡
日
出
町
大
字
真
那
井
字
神
宮
ノ

西
三
一
一
八
番
一
地
先
ま
で

前

一
二
・
六

〜

五
・
四

五
〇
・
四

後

一
五
・
〇

〜

九
・
〇

五
〇
・
四

県
道
赤
木
吹

原
佐
伯
線

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
難
谷
一
七
〇
七
番

三
地
先
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
難
谷
一
七
六
四
番

地
先
ま
で

前

一
一
・
〇

〜

四
・
五

一
五
〇
・
〇

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
難
谷
一
七
〇
七
番

三
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
難
谷
一
七
六
四
番

地
先
ま
で

後

一
二
・
〇

〜

五
・
二

一
五
〇
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
飯
田
高

原
中
村
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
柿
ノ
木
釣

三
七
六
七
番
二
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
柿
ノ
木
釣

三
七
六
七
番
五
ま
で

前

五
三
・
〇

〜

七
・
五

九
六
・
〇

後

二
六
・
〇

〜

七
・
五

九
六
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
東
山
庄
内
線

別
府
市
大
字
東
山
字
中
畑
前
二
六
八
六
番
六
か
ら

別
府
市
大
字
東
山
字
中
畑
前
二
六
八
六
番
三
ま
で

平
二
九
・

三
・
二
九

大
分
県
告
示
第
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
二
号

日
田
市
大
字
花
月
字
東
代
二
〇
二
六
番
一
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
花
月
字
西
ノ
平
一
九
四
八
番
二
ま
で

平
二
九
・

三
・
二
八

県
道
三
重
弥
生
線

佐
伯
市
本
匠
大
字
山
部
字
小
津
留
二
七
九
八
番
二
か

ら佐
伯
市
本
匠
大
字
山
部
字
小
津
留
二
八
一
七
番
五
ま

で

県
道
八
坂
真
那
井
線

速
見
郡
日
出
町
大
字
真
那
井
字
神
宮
ノ
西
三
一
二
八

番
一
地
先
か
ら

速
見
郡
日
出
町
大
字
真
那
井
字
神
宮
ノ
西
三
一
一
八

番
一
地
先
ま
で

県
道
赤
木
吹
原
佐
伯
線

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
難
谷
一
七
〇
七
番
三
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
難
谷
一
七
六
四
番
地
先
ま
で

県
道
御
泊
奥
江
線

佐
伯
市
宇
目
大
字
木
浦
内
字
皿
内
日
平
八
一
〇
番
四

八
か
ら

佐
伯
市
宇
目
大
字
木
浦
内
字
皿
内
日
平
八
一
六
番
一

四
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
菅
原
戸
畑
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
浦
字
柳
平
六
二
一
番
四
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
山
浦
字
柳
平
六
一
八
番
六
ま
で

平
二
九
・

三
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
一
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
堤
防

と
道
路
と
に
係
る
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
を
定
め
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

河
川
の
名
称

番
匠
川
水
系
岡
山
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

左
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

佐
伯
市
大
字
木
立
字
峠
ノ
鼻
三
番
か
ら
佐
伯
市
大
字
木
立
字
角
道
六
十
三
番
四
地
先
ま
で

四

管
理
を
行
う
者
の
住
所
及
び
名
称

佐
伯
市
中
村
南
町
一
番
一
号

道
路
管
理
者

佐
伯
市
長

西

島

泰

義

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
の
部
分
を
含
む
。
）
、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら
道
路

の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
（
道
路
の
附
属
物
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

堤
内
地
側
の
法
面
と
堤
外
地
側
の
路
肩
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の

維
持
又
は
修
繕

３

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六

管
理
の
期
間

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

大
分
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
分
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
六
十
九
号

片
島
松
岡
線

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

大
分
県
告
示
第
二
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

大
分
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
分
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
九
十
七
号

山
ノ
神
備
中
線

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

大
分
県
告
示
第
二
百
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

大
分
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
分
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
九
十
九
号

中
島
錦
町
線

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

〇
公

告

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分
し

た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

処
分
を
し
た
年
月
日

別
表
の
と
お
り

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
建
設
業
の
許
可
番
号
及
び
取
消
処

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

六



許可の取消処分
年月日

平成２９年２月２日

平成２９年２月８日

平成２９年３月３日

平成２９年２月１０日

平成２９年１月３０日

平成２９年２月２０日

取消処分に係る
建設業の種類

全 部

同 上

土木工事業、とび・
土工工事業、石工事
業、管工事業、鋼構
造物工事業、舗装工
事業、しゅんせつ工
事業、塗装工事業、
水道施設工事業

建築工事業

大工工事業、内装工事業

とび・土工工事業

許 可 番 号

大分県知事許可（般－２７）第７４２３号

大分県知事許可（般－２６）第１２２４３号

大分県知事許可（特－２４）第２７０７号

大分県知事許可（般－２８）第４０１６号

大分県知事許可（般－２７）第９３２１号

大分県知事許可（般－２７）第１３１６５号

主たる営業所の所在地

大分市西新地１－１－４０

佐伯市城南町２２－１

宇佐市大字山下９０７－１

大分市大字佐賀関３０５４

大分市西大道３－１－５３

日田市大字花月１６４３－３

商号又は名称

イシヅチ建設有限会社

有限会社イシ建住宅

有限会社今長組

有限会社姫野工務店

株式会社装華

株式会社三花興業

別表

分
に
係
る
建
設
業
の
種
類

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

別
表
に
記
載
さ
れ
た
建
設
業
者
か
ら
、
建
設
業
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
知
事
に
対
し
、

建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

大
分
都
市
計
画
道
路

三
・
三
・
十
一
号
萩
原
鬼
崎
線
（
大
分
市
決
定
）

二

縦
覧
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

八


